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2025（R7）年度資金管理方針 
 
 
１ 趣 旨 

この方針は、県が保有する資金を適正に管理するとともに、金融環境の変化等に応じて

柔軟かつ効率的に資金の運用・調達を行うため、毎年度、資金管理委員会において、基本

的な事項を定めるものである。 

 
 

２ 資金収支 
（１）基本的考え方 

  日々の資金収支から年間のキャッシュフローを予測した精度の高い資金水準表を用い

て、最良の資金調達・運用を行う。 

 

（２）見通し 

  資金水準は、出納整理期間の 5 月末にかけて、事業費確定に伴う支出等により、マイナ

ス水準に近づくことが見込まれる。 

まず、4 月 1 日に支出される制度融資資金貸付金や 4 月下旬から 5 月下旬にかけて、退

職手当や出納整理期間中の事業費確定に伴う支出等により低下した後、5 月末以降、法人

二税、自動車税等の県税収入や普通交付税の収入により大きく上昇する。 

下半期は、9月末の県債償還、10 月の上期分事業費の支出等により低下した後、11月上

旬の普通交付税の収入、11 月末以降の法人二税等の収入により再び上昇するものの、12 月

以降、期末勤勉手当や事業費確定に伴う支出等により資金水準が低下する見通し。 

なお、歳入の下振れ等により資金不足となる場合には、他会計からの借入や当座借越を

中心として、適正な資金水準の確保に努める。 

 

 

３ 資金運用 

（１）基本的考え方 

  公金の保全を最優先し、かつ有利な方法により運用を行う。運用方法は、資金の種類や

運用可能な期間を考慮し、預金又は債券購入・債券現先とする。 

 
（２）歳計現金等（歳計現金、歳計外現金） 

ア 預金 
   歳計現金等の支払準備金については、資金の性格から、指定金融機関の当座預金又

は、普通預金に保管する。 
ただし、歳出予算の執行に支障がなく相当の運用期間が見込める場合は、定期性預

金により積極的に運用する。預金先は、金融機関からの引き合いにより決定し、ペイ
オフ対策として、預金枠は、原則、証書県債債務の範囲内とする。 

 
イ 債券 

国庫短期証券による短期間の運用が可能な場合には、債券現先による運用を検討す
る。 



 

（３）基金 
ア 預金 

基金については、定期性預金を中心に運用する。預金先は、金融機関からの引き合
いにより決定し、ペイオフ対策として、預金枠は、原則、証書県債債務の範囲内とす
る。 

 

【運用状況】                （25（R7）.3.1 時点） 

年度 平均運用金利 平均残高 運用利子 

22（R4）実績 0.003％ 2,427 億円 7 百万円 

23（R5）実績 0.003％ 2,946 億円 8 百万円 

24（R6）見込 0.025％ 2,994 億円 76 百万円 

 
 

イ 債券 
国庫短期証券による短期間の運用が可能な場合には、債券現先による運用を検討

する。 
長期間の運用が確実に見込める基金については、債券（国債、政府保証債、地方

債、地方公共団体金融機構債、財投機関債）により運用する。 

【運用状況】               （25（R7）.3.1 時点） 

年度 平均運用金利 平均残高 運用利子 

22（R4）実績 0.224％ 382 億円 85 百万円 

23（R5）実績 0.264％ 420 億円 111 百万円 

24（R6）見込 0.298％ 461 億円 137 百万円 

 
 
４ 資金調達 
（１）基本的考え方 

資金調達コストの低減に努めながら、安定的に所要資金を調達する。 
なお、年度内に支払資金が不足する場合は、一時借入を基本とするが、不足する期間や

金額に応じ、県債の前倒し発行も検討する。 
 
 
（２) 県債 

[県債発行の考え方] 
県債の資金は、長期かつ安定的な調達が可能な公的資金と、発行額の制約が少なく発

行時期と償還年限を比較的柔軟に決められる民間資金を組み合わせて発行する。 
公的資金については国との起債協議において積極的に調達額を確保し、民間資金につ

いては調達コストの低減や金利変動リスクの分散を図るため、調達手法の多様化と発行
時期の平準化に取り組む。 

償還年限については、金利が上昇基調にあることを踏まえ、超期債（20年債）の発行
比率を一定程度に抑えたうえで、短期・中期債（5 年債）、長期債（10 年債）を中心に、
各年限のメリットをバランスよく享受できるよう調達を図る。 

なお、市場金利や需給環境の変化に応じて、柔軟に対応する（償還年限バランスや発
行時期の見直しなど）。 

 

【年度別実績・見込（民間資金・全会計）】          （単位：億円） 

区分 
市場公募 

銀行等引受 計 
共同発行 全国型個別 

R5 実績 300 380 1,101 1,781 

R6 実績（見込） 300 300 1,255 1,855 

R7 計画 300 250 1,464 2,014 



 

   

ア 公的資金（財政融資資金、地方公共団体金融機構資金、国の予算等貸付金債） 

公的資金は、原則として事業完了後の借入れとなるため、3 月及び 5 月の借入れを 

予定する。 

 

イ 民間資金 

 ①市場公募債 

○共同発行債（10 年満期一括償還債、総額 300 億） 

 ＜通常分（250 億）＞ 

     発行時期の平準化を図るため、上半期に重点を置き年 8 回に分けて発行する。 

＊37 の地方公共団体が共同で発行する債券。03（H15）年 4月から発行。 

＊金融機関等を通じて投資家から公募し、以下の考え方により金利を決定。 

国債金利（基準金利）＋スプレッド（市場実勢などを反映した上乗せ幅） 

 

    ＜グリーンボンド分（50億）＞ 

安定的な資金調達を図るため、グリーンボンド分を発行する（下半期に 2 回：

24（R6）年度と同様の想定）。 

＊総務省では、地方団体の安定的な資金調達のため、23（R5）年度に初めて共同発

行形式でグリーンボンドを発行（本県も参加）。 

 

○全国型個別公募債 

発行時期の平準化と金利変動リスクの分散を図るため、上半期に、5 年満期一括

償還債、10 年満期一括償還債を発行する。 

＊金融機関等を通じて投資家から公募し、以下の考え方により金利を決定。 

→ 国債金利（基準金利）＋スプレッド（市場実勢などを反映した上乗せ幅） 

＊国債金利上昇等から機関投資家の需要が減退していることを踏まえ、20 年定時償 

還債は発行見送り。 

 

②銀行等引受債 

発行時期の平準化と発行額の確保を図るため、下半期に重点を置き、入札方式又は

相対方式により、各金融機関から調達する。 

＊相対方式：市場実勢を反映させるため、県と指定金融機関との間で、金利決定方

法を協議し取引金利を決定。 

 

 

（３）一時借入 

支払資金の不足期間と不足額に応じ、有利な調達手法を選択することにより、一時借入

金利子の抑制に努める。 
 
（４）繰替運用 
   上記のほか、他会計・基金の短期運用レートが歳計現金の調達レートを下回る場合に 

おいては、年度内の繰替運用を検討する。 
 
 
５ 出資団体の資金調達 

出資団体が資金調達をする際に、可能な限り県の損失補償を伴わない形で行えるように
調整するとともに、調達コスト削減や資金運用の効率化が図られるように指導する。 


